
バイオ式 ・ オゾン式 

グ リ ー ス 阻 集 器 設 置 届 出 書 

 

平成   年   月   日 

鹿児島市水道事業及び 

公共下水道事業管理者 

水道局長            殿 

届出者（設置者又は使用者） 

住 所 

氏 名                 ○印 

 

 

バイオ式グリース阻集器 

オゾン式グリース阻集器   を設置したいので、次のとおり届け出ます。 

なお、設置する条件として、下記の事項を遵守することを誓約します。 

 

 

設 置 場 所 丁目 ・ 町       番 ・ 番地        号 

排水設備番号 第           号 

設 置 者 名  電話番号  

使  用  者  名  電話番号  

容    量 リットル グリース阻 集 器 

型 式  

メ ー カ ー 名  バ イオ ・オゾン 

処  理  装  置 処理型式等  

維持管理会社名 

電  話  番  号 

 

 

添 付 資 料 パンフレット ・ 納入実績表 ・ 性能を確認できる資料 

 

 （遵守事項） 

ア  専門業者と維持管理契約を締結し、維持管理を適切に行うこと。 

イ  バイオ式グリース阻集器又はオゾン式グリース阻集器の設置前及び設置後の状況、汚水管内のグリ

ースの付着状況及び維持管理に関する資料を３年間保存し、鹿児島市水道事業及び公共下水道事

業管理者（以下「管理者」という。）からの求めに応じ、提出すること。 

ウ  バイオ式グリース阻集器又はオゾン式グリース阻集器の設置又は維持管理に関する事項に、変更を

生じた場合は、速やかに届け出ること。 

エ  バイオ式グリース阻集器又はオゾン式グリース阻集器の設置後、処理状況が悪化した場合や適正な

維持管理ができなくなり、下水道施設に悪い影響をおよぼす恐れがあると判断される場合は、速やか

に届け出て、管理者の立ち入り検査に協力し、指導に従うこと。 

オ  適正な維持管理ができない状態になり、管理者から撤去の指導がなされた場合には、これに従い

バイオ式の設備又はオゾン式の設備を撤去し、通常のグリース阻集器とすること。     


